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このファイルは、事業所で事務を担当される方が利用すると便利なように作成しました。 
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事務処理・手続き 

 

１．会員管理について 

① 加入資格 

牧之原市、吉田町内の中小規模事業所の従業員及び事業主です。 

ただし、次の人は加入できません。 

・ 試験期間中の人 

・ 臨時雇用、その他これに準ずる者。 

（ただし、今後も引き続き６ヶ月以上雇用される見込みのある方は加入できます。） 

② 異動 

＜会員の追加＞ 

採用等で、新たに会員を追加しようとするときは、次の書類を提出してください。 

・ 入会申込書（様式第１号） 

・ 会員カード（様式第３号） 

    会員資格の発生  １日～２５日の手続き   翌月の１日 

             ２６日～月末の手続き   翌々月の１日 

＜会員の退会＞ 

会員が退職したときは、次の書類を提出してください。 

・ 退会届（様式第６号） 

＜変更届＞ 

次の事項に変更があったときは、速やかに下記書類を提出してください。 

・ 変更届（様式第７号） 

「事業所」名称・所在地・代表者・電話番号・回避振替口座 

「個々の会員」氏名・住所・家族構成など 

＊ 会員が結婚し、住所・氏名・家族構成が変わった場合は、祝い金給付申請書と会員カ

ード（緑色）の再提出及び会員証の名義変更に伴う会員証再交付申請書が必要です。

この場合は変更届は省略します。 

 

 

２．入会金・会費について 

① 入会金 

会員１人      １，０００円 

納  入      入会時に会費と一緒に現金で納入していただきます。 

負 担 者      事業主負担でお願いします。 

そ の 他      入会承諾後の返還はいたしません。 

 

② 会 費 

会費１人      月額８００円（追加加入の時は初回のみ現金で納入して頂きます。） 

納  入      ６月、９月、１２月、３月の各月１５日に３ヵ月分を一括して指定の 

銀行口座より引き落しさせて頂きます。 

（前月の２５日現在の会員数にて計算します。） 

負 担 者      原則として事業主が２分の１以上の負担でお願いいたします。 

その他       納入済の会費は返還いたしません。 

          ただし、会費納入後退会したときは、別に精算します。 
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３．会員証について 

会員証は共済会が提携する各種施設・店等の優待割引を受けるときに提示することにな

っておりますので、会員が常に所持し、利用するようお願いします。 

会員証を紛失または破損したときは、「会員証再交付申請書」（様式代 17号）を提出し

再交付を受けてください。この際再交付手数料（200円）を頂きます。 

 

 

共済会の事業 

１ 慶弔共済給付事業 

＜掛金と効力＞ 

・ 毎月の会費の内３９１円を共済掛金にあてます。 

・ 共済給付の内容は、別表をご覧ください。 

・ 共済効力の発生は、月の２５日までに入会された方は翌月の１日午前０時・２６日以降月

末までに入会された方は翌々月の１日の午前０時からとなります。 

＜共済金の請求＞ 

共済事由は、すべて事業を通じての自己申請です。 

共済金請求は、次の申請書に必要事項を記入し共済会事務局へ提出してください。 

・ 祝金給付申請書（様式代8号） 

・ 見舞金・弔慰金給付申請書（様式第9号） 

 

＜共済金の給付方法＞ 

「祝い金」「傷病見舞金」「配偶者・子・親の死亡弔慰金」については、原則振込みまたは申請と

同時にその場で給付いたします。 

「会員の死亡弔慰金」「住宅災害見舞金」「障害見舞金」については、内容審査決定後お支払いし

ます。 

  

＜共済金の請求期限＞ 

・ 請求期限は、共済事由発生日より3年以内となっています。（2010.4.1発生より） 

・ 「住宅災害」については、現場調査がありますので至急事務局へ連絡をください。 

 

２ 宿泊補助事業 

＜補助対象と内容＞ 

・ 年1回補助いたします。 

会  員   1人  ３，０００円 

 

＜申請手続き＞ 

旅行終了後３ヶ月以内に宿泊施設が発行する領収書または旅行会社の発行する領収書（どちらと

も宿泊人数及び金額が明示されているもの）を添付して、共済会事務局まで提出してください。 

・ 宿泊補助事業補助金交付申請書（様式第10号） 

・ 連名用紙（様式第11号） 

 

＜補助金の交付＞ 
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補助金の交付が決定したときは、共済会事務局でお渡しするか事業所にお振込みいたします。 

 

 

３ 余暇活用事業 

＜参加申込＞ 

個々の催し物ごとの開催要領・申込要領を決めて、前もって事業所に案内を送ります。 

＜参加資格＞ 

会 員   共済会の会員 

家 族   共済会事務局に登録されている人 

＜参加費＞ 

その都度事務局にて決定いたします。 

 

４ 割引事業 

＜会員証による割引＞ 

共済会の契約施設（店）を利用する際、会員証の提示で料金が割引されます。 

＜割引利用券等の発行＞ 

共済会と指定施設の契約により共済会が料金の一部を補助します。 

・ 助成契約施設共通利用券（20枚綴り） 

 近隣の文化センターが行う催し物で共済会が指定するものについて、料金の一部を補助します。 

 

５ 文化教養事業 

 共済会が講演会を主催して開催します。 

＜補助金について＞ 

 各町で主催する文化講演会、ＮＨＫ学園の通信講座等を受講する場合、共済会が受講料の一部を

補助します。 

 

６ 人間ドック受診料補助事業 

＜補助対象と内容＞ 

・ 年1回補助とします。 

対  象   満35歳以上の会員 

検査内容   日帰り人間ドック以上のもの 

補助内容   会員1人につき自己負担額の６，０００円以内の額 

＜申請手続き＞ 

医療機関の領収書を添付して、３ヶ月以内に事務局へ提出してください。 

・ 人間ドック受診料補助金交付申請書（様式代12号） 

 

７ 融資斡旋事業 

 会員の皆様が生活資金、住宅関連資金、オートローン、教育資金等を必要とされる場合は、静岡

県労働金庫榛南支店から融資を受けることができます。 

＜対象＞ 

 同一事業所に1年以上勤務し、共済会加入後1ヶ月以上経過した会員。 

＜信用保証料の補助＞ 

 保障機関に支払った保障料の2分の1の額で７，０００円が上限。 

＜申込の手続き＞ 

 融資を受けようとする場合は、直接労働金庫に相談するか（この場合は共済会の会員であること
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を告げてください）共済会に連絡ください。 

＜提出書類＞ 

・ 借り入れに必要な書類（労働金庫から受け取る） 

・ 確認書（様式第16号） 

・ 生活資金信用保証料補助金交付申請書（様式代15号） 

 

８ 退職金掛金補助事業 

＜補助対象＞ 

 事業所が新規に「中小企業退職金共済制度」に加入した場合。 

＜対象期間＞ 

 1回目の掛金から12回目まで（1年間）継続して掛金を納めた人数。 

＜補助金額＞ 

 1人あたり月額掛金の３，０００円を限度とし、この３分の２の金額の１０％以内の額です。 

＜申請手続き＞ 

 退職金共済会に加入したら、すみやかに加入したことを証明する書類を添付し事務局に提出して

ください。 

・ 退職金共済契約締結届出書（様式第13号） 

 12回目の掛金支払い3ヶ月以内に、12回分の退職金共済金を支払った証拠書類をつけて事務局に

提出してください。 

・ 退職金掛金補助事業補助金交付申請書（様式代14号） 

 

９ 会報発行事業 

 各種行事の具体的な内容など会員への情報提供、共済会の方針などを載せた会報を発行いたしま

す。 

 発行回数は、年4回予定しています。 

 会報は、各事業所へまとめて送付しますので会員へ配布して頂きますようお願いします。また、

共済会ニュースを適宜発行し事業所へFAX・郵送いたします。 
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慶弔給付金の一覧 

■お祝い 

給付事由 給付金 額（円） 

会員の結婚祝金 ２０，０００ 

会員または配偶者の出産祝金 １０，０００ 

子供の小学校入学祝金 １０，０００ 

子供の中学校入学祝金 １０，０００ 

会員の成人祝金（満２０歳） １０，０００ 

会員の還暦祝金 １０，０００ 

 

永年勤続３０年祝金 ２０，０００ 

 

■弔慰（死亡弔慰金） 

給付事由 給付金額（円） 

交通事故 １，０００，０００ 

不慮の事項 ６００，０００ 

７０才以下 の会員 

その他の原因 ４００，０００ 

交通事故 ８００，０００ 

不慮の事項 ４００，０００ 

７１歳以上の会員 

その他の原因 ２００，０００ 

配偶者 １００，０００ 

子供 ３０，０００ 

 

親 １０，０００ 

 

■お見舞 

傷病見舞金 

給付事由 給付金額（円） 

休業 １４ 日～２９日 ５，０００ 

休業 ３０日～５９日 １５，０００ 

休業 ６０日～８９日 ２０，０００ 

休業 ９０日～１１９日 ２５，０００ 

 

休業 １２０日以上 ３０，０００ 

住宅災害見舞金 

給付事由 給付金額（円） 

全焼･全壊 ５００，０００ 

半焼・半壊（最高～最低） ４５０，０００～２５０，０００ 

火災等 

一部焼・壊（最高～最低） １５０，０００～２５，０００ 

全壊・流出 １５０，０００ 

半壊 ７５，０００ 

床上浸水（最高～最低） ７５，０００～５，０００ 

 

自然災害 

一部壊（最高～最低） １５，０００～５，０００ 

給付事由 給付金額（円）  

同居親族の死亡（１名につき） ２０，０００ 
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■障害見舞金 

給付事由 給付金額（円） 

交通事故（上限額～下限額） １，０００，０００～２４，０００ ６５歳未満の会員 

不慮の事故（上限額～下限額） ６００，０００～８，０００ 

交通事故（上限額～下限額） １，０００，０００～２４，０００ ６５歳以上７０歳までの会員 

不慮の事故（上限額～下限額） ６００，０００～８，０００ 

交通事故（上限額～下限額） ８００，０００～２４，０００ 

 

７１歳以上の会員 

不慮の事故（上限額～下限額） ４００，０００～８，０００ 
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別表３ 

共済事由別提出書類一覧 

共済の申請には、次の書類が必要となります。 

1 共済事由が会員の死亡・障害の場合 

提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共済事由 

★
見
舞
金
・
慶
弔
金
給
付
申
請
書 

※
慶
弔
共
済
事
由
発
生
報
告
書 

 

（
本
人
死
亡
・
後
遺
障
害
） 

死
亡
診
断
書
ま
た
は
死
体
検
案
書 

後
遺
障
害
診
断
書 

会
員
と
共
済
金
受
取
人
と
の
関
係
の
証
明

（
住
民
票
等
） 

共
済
金
受
取
人
の
印
鑑
証
明 

不
慮
の
事
故
証
明 

そ
の
他
必
要
書
類 

※
障
害
事
故
発
生
通
知
書 

（
事
故
発
生
か
ら
３
０
日
以
内
に
提
出
） 

交通事故 ● ● ●  ● ●  ● ● 

不慮の事故 ● ● ●  ●  ● ● ● 
死亡 

弔慰金 

その他の原因 ● ● ●  ●   ●  

交通事故 ● ●  ● ○ ●  ● ● 
障害 

見舞金 
不慮の事故 ● ●  ● ○  ● ● ● 

〔注〕 

１．★のものは、この会の様式。※は振興協会の指定様式を示す。 

２．●は提出していただくもの。○は会員以外の方が受取人となるとき提出してもらうもの。 

３．この表で「その他の原因」は、振興協会「共済金給付認定基準」では「すべての死亡」と記載

されています。 
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2 共済事由がその他の場合 

 ★
祝
金
給
付
申
請
書 

★
見
舞
金
・
弔
慰
金
給
付
申
請
書 

※
慶
弔
共
済
事
由
発
生
報
告
書
兼
証
明
書 

※
慶
弔
共
済
事
由
発
生
報
告
書
（
住
宅
災
害
） 

 

関
係
官
署
の
罹
災
証
明
書 

 

そ
の
他
必
要
書
類 

 

傷病見舞金  ● ●    ○医師の診断書又は健康保険等の傷病手

当金額請求書等による傷病期間が確認で

きる書類 

配偶者  ● ●    ○死亡診断書又は死体検案書等 

子  ● ●    ○死亡診断書又は死体検案書等 
死
亡 

親  ● ●    ○死亡診断書又は死体検案書等 

住宅災害及住宅災

害による同居の親

族死亡 

 ●  ● ●  ●死亡診断書又は死体検案書等 

その他振興協会が必要とする書類 

（同居の親族とは、会員の配偶者、６親

等内の血族もしくは３親等内の姻族 

 結婚 ●      

 子の出生 ●      

 小学校入学 ●      

 中学校入学 ●      

 成人 20歳 ●      

 還暦 60歳 ●      

 勤続 30年 ●      

○共済事由を証明する書類 

 

事業主・従業員・この会の三者の信頼

関係により提出を保留します。 

ただし、この会又は振興協会が必要と

したときは提出願います。  

（注） 

１．★のものは、この会の指定様式、※は振興協会の指定様式を示す。 

２．●は提出していただくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 


